
事業名：埼玉版リチウムイオン電池の広域回収・資源化モデル構築業務

質問箇所 質問内容 回答
仕様書
第１　趣旨・目的

これまでの経緯として示されている令和5年度及び令和6年度の実証事
業の詳細な内容と結果について、確認したいと考えております。当該事
業の報告書等をご提供いただくことは可能でしょうか。

令和５～６年度の事業の成果については、以下県及び環境省ホーム
ページを御覧ください。
（県ホームページ）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/lithium/jissho_shiken.html
（環境省ホームページ）
https://www.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/index_00002.html
※令和６年度リチウム蓄電池等適正処理対策検討業務報告書参照

仕様書
第２　業務内容
１ 家庭用二次電池等の広域回収・資源化モデ
ルの構築に向けた試行・実証の支援等
（１）試行事業について
（該当箇所抜粋）
ア 試行対象市等へのヒアリング等
イ 試行事業の支援等

「ア 試行対象市等へのヒアリング」では、試行対象市および資源化事業
者へのヒアリングを行うと記載されています。また、「ウ 住民への周知・
広報の検討」の（エ）「試行対象市へのヒアリング」では、集中形式または
個別形式でのヒアリングを行うと記載されています。
そこで確認ですが、「ア」と「ウ（エ）」に記載されている試行対象市へのヒ
アリングは、別々のヒアリングとして実施する認識でよろしいでしょうか。
あるいは、1回のヒアリングの中で、両方のテーマ（「ア」と「ウ（エ）」）につ
いて伺うことも可能でしょうか。

市側の対応する担当者について、「ア 試行対象市等へのヒアリング」で
はごみ処理施設で仕分け作業等を担う現場の担当者との調整が必要と
なり、「ウ 住民への周知・広報の検討」の（エ）「試行対象市へのヒアリン
グ」における担当者と異なるため、原則として別にヒアリングすることを想
定しています。
なお、市側が一緒に行うことを希望する場合は、1回のヒアリングの中で
実施することでも差し支えありません。
また、打合せの回数の考え方は、「第３　打合せ」２に記載がありますの
で、あわせて御覧ください。

仕様書
第２　業務内容
１ 家庭用二次電池等の広域回収・資源化モデ
ルの構築に向けた試行・実証の支援等

「１ 家庭用二次電池等の広域回収・資源化モデルの構築に向けた試行・
実証の支援等」において、
試行対象市では、試行期間中に回収された対象家庭用二次電池等につ
いて、種類別および製品別に仕分け作業を行う必要があるのでしょう
か。また、仕分け後に、製品別・種類別ごとの個数や重量などを測定す
る必要もあるのでしょうか。

試行事業において、受託者が回収した電池等すべてを仕分け作業や個
数や重量等の測定までを行うことは想定していません。
ただし、「（ウ）試行対象市及び資源化事業者への支援」における支援の
一環として、試行対象市及び資源化事業者の求めに応じて一部仕分け
等の作業をサポートする可能性はあります。

仕様書
第２　業務内容
１ 家庭用二次電池等の広域回収・資源化モデ
ルの構築に向けた試行・実証の支援等
（１）試行事業
（２）実証事業

試行事業実施結果を踏まえて実証事業を行うと理解しておりますが、そ
れぞれ５カ月程度の実施時間が見込まれています。また、その後にマ
ニュアル作成（期限は来年２月）もあります。全体の業務期間を超過する
懸念がありますが、工程調整や契約変更は可能でしょうか。また、お考
えがありましたらご教示ください。

試行事業は主に市ごみ処理施設で回収した電池等を資源化事業者に
引き渡すまでを試行、実証事業は住民からの拠点回収を実証するもの
であり、これらはほぼ同時期に並行して行うことを想定しています。
また、分別回収マニュアル（案）も試行事業で作成する作業手順書や広
報素材等を反映することを想定していますので、契約期間内に工程は完
了できると考えております。

プロポーザル実施要領

企画提案書について

枚数の指定はありますでしょうか。 企画提案書について、枚数の指定はありません

プロポーザル実施要領

登記事項証明書（提案日前３か月以内に発行さ
れたもの）について

原本が必要でしょうか。 原則原本で提出してください。ただし、県が原本確認している場合は、写
しを提出することで差し支えありません。「キ 法人税、法人県民税、法人
事業税、地方法人特別税（県内に事業所がある場合）並びに費税及び
地方消費税の納税証明書」も同様です。

プロポーザル実施要領

プレゼンテーション審査について

画面共有について、提案書の要点をまとめたパワーポイントの使用は可
能でしょうか。

可能ですが、企画提案書とともに提出してください。なお、提出資料以外
でのプレゼンテーション審査は認められませんので御留意ください。


